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令和 7年 3月 

 こども若者局こども家庭保健課子育て安心担当 

 

児童虐待防止推進員養成研修について 

１ 趣旨・目的 

 「仙台市すこやか子育てプラン 2020（令和 2年度～令和 6年度）」に基づき、児童と日常的に接する機会のあ

る施設職員（児童館、保育所、幼稚園）を対象に、児童虐待に関する研修を実施し、児童虐待の専門知識、対

応スキルを身につけた受講者（＝児童虐待防止推進員）が各施設に配置されるような環境づくりを行う。 

 

２ 次年度計画 

・ 今年度と同様に、児童虐待に関する講義と事例のグループワークを予定している。 

・ 現時点で未受講となっている施設及び年度末の異動や退職等により受講者が不在となった施設、並び

に令和 7年度新規開設する保育所等については、積極的な受講をお願いしたい。 

 

３ 受講状況  

平成 24年度~令和 5年度 

・ 対象施設は 12年間で累計 582か所が受講。累計推進員配置率は 80.3%。 

・ 「小規模保育」「事業所内保育」は平成 29 年度から、「認可外保育」「企業主導型保育事業」平成 30 年

度から、「認可外保育（居宅訪問型）」は令和元年度から、それぞれ受講受付している。 

令和 6年度 

・ 令和 6年 12月に 2回に分けて研修を実施（受講状況は下記表のとおり）。 

・ 今年度は 67 か所が受講し、13 年間で累計 596 か所が受講。推進員配置率は既存の施設種で見ると

94.2%（前年-0.5%）。その他保育施設を含めると 83.2%（前年+2.9%）。 

・ コロナ禍の影響等もあり、ここ数年で開設した施設に未受講が多いことで既存の施設種では配置率が若

干低下したものの、その他施設での受講が増加傾向にあり全体の配置率は上昇した。 

施設分類 
R6 

受講施設数 

累計 

受講施設数 

未受講（推進
員不在）施設 

対象施設数 
推進員 

配置率 

保育所・園 8 132 10 142 92.9% 

児童館 10 112 1 113 99.1% 

幼稚園 1 53 6 59 89.8% 

 こども園 22 112 8 120 93.3% 

小計 41 409 25 434 94.2% 

小規模・事業所内 

認可外・企業主導型 
26 187 95 282 66.3% 

合計 67 596 120 716 83.2% 

※1つの施設が複数回受講している場合でも 1施設として計上している。 

 

【参考】児童虐待の防止等に関する法律 

(児童虐待の早期発見等) 

第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福

祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者

は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 
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【参考資料】 

● 要保護児童対策地域協議会における要保護台帳登載数の推移 

仙台市の要保護台帳の児童世帯数及び特定妊婦は、ともに高止まりの傾向にある。虐待のハイリス

ク要因ともなる特定妊婦の背景には、望まない妊娠、経済的問題、支援者の不足、育児への意欲の欠

如などがあり、これらの問題は長期的継続的なサポートが望まれる。 

要保護児童・特定妊婦の推移 

  

● 児童相談所、各区家庭健康課、総合支所保健福祉課の業務内容 ※令和 6年度時点 

児
童
相
談
所 

保護支援課 

【調整係】   ●所内予算管理等の事務●所内施設等の維持管理 

【一時保護係】●一時保護児童の生活・学習指導、保育、行動観察、健康管理 

相談指導課 

【児童相談第一係】 ●児童に関する各種相談業務●児童及び家庭に対する指導・助言 

【児童相談第二係】 ●要保護児童対策協議会（要対協） 

【緊急対応第一係】 ●児童虐待通告受理、初期調査・対応及び要保護児童の保護 

【緊急対応第二係】 ●児童相談に関する受付 

【児童施設係】●児童福祉施設への措置及び措置児童の支援、相談●負担金賦課、徴収 

●里親委託、里親レスパイト及び里親サロン 

心理支援課 

【心理相談係】●児童の心理査定及び心理的支援●家族に対する心理的支援、助言 

【親子こころの相談室】●児童及び保護者の心理面接、助言 

●精神科嘱託医による医学診断及び助言 

宮
城
総
合
支
所
保
健
福
祉
課 

各
区
家
庭
健
康
課 

区家庭健康課（こども家庭係・母子保健係・健康増進係） 

宮城総合支所保健福祉課（こども家庭係・保育給付係・保健係）  

【こども家庭係】●要保護児童対策地域協議会●子供家庭総合相談事業（下記枠内に係るもの）等 

・家庭児童相談  ：児童虐待相談、一般的な家庭相談など 

・女性相談     ：配偶者からの暴力、離婚問題など 

・ひとり親家庭相談：ひとり親家庭等日常生活支援相談、福祉資金貸付相談など 

【母子保健係・保健係】 

●母子健康手帳交付●新生児訪問●子育て世帯訪問支援事業(育児ヘルパー派遣) 

●3～4 か月児育児教室●幼児健康診査●予防接種●保健師等による地区支援活動 

●子供家庭総合相談事業（母子保健に係るもの）など 

 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

児童世帯数 224 300 348 334 293 307 307 284 311 291

児童人数 371 483 518 607 561 604 577 546 571 514

特定妊婦人数 87 107 136 173 172 151 182 180 182 181
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